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１ 令和６年度12月補正予算（案） 

２ 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例案について  

３ 広島県警察関係手数料条例の一部を改正する条例案について 

 

資料番号     １ 



１  令和６年度 12 月補正予算 (案 ) 

 

 

【警察費】１８億３，０３９万８千円 

１ 概要 

  令和６年人事委員会勧告に基づく給与改定、警察本部別館基町庁舎(仮称)建替等整備事

業計画の再調整に伴い、令和６年 12 月定例会において、職員の月例給及び特別給など、

1,830,398千円を増額補正するもの 

 

２ 補正予算（案） 

   現計予算額   65,673,411千円 

   今回補正額      1,830,398千円 

   補正後の総額   67,503,809千円 

                                       （単位：千円） 

款・項・目 補正前の額 補正額 計 説   明 

(款)警察費 

(項)警察管理費 

 (目)警察本部費 

 

(目)警察施設費 

 

 

 上記以外 

 

 

56,080,532 

 

1,130,429 

 

 

8,462,450 

 

 

1,786,809         

 

43,589 

 

 

57,867,341 

 

1,174,018 

 

 

8,462,450 

 

 

1.給与に伴う補正    

 1,786,809 

1.警察本部別館基町庁

舎 

(仮称)建替整備事業 

43,589 

計 65,673,411 1,830,398 67,503,809  

 

３ 内容 

(1) 職員給与費の増額                           1,786,809千円 

令和６年人事委員会勧告に基づく給与改定 

 

                                （債務 13,548千円） 

(2) 警察本部別館基町庁舎(仮称)建替等整備事業            43,589千円 

    別館基町庁舎（北・南館）の入庁所属の仮移転先を確保して、早期に移転先の改修

工事等を進めるために必要な費用 

   ○ 民間ビルへの移転に係る賃貸借費用     

(R７年２月～３月分、敷金礼金等) 43,589千円 

   ○ 民間ビル等の改修工事に係る費用       債務負担 13,548千円 

    

(債務 13,548) 



２ 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例案について 

１ 趣旨 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、懲役及び禁錮を拘禁刑に改

めるなど、関係条例について必要な規定を整理するもの。 

 

２ 内容 

  警察本部が所管する条例 

 ⑴ 金属くず業条例 

 ⑵ 集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例 

 ⑶ 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 

 ⑷ 拡声機による暴騒音の規制に関する条例 

 ⑸ 広島県暴走族追放の促進に関する条例 

 ⑹ 酒類提供営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例  

 ⑺ 広島県不当な街宣行為等の規制に関する条例 

 ⑻ 広島県歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例 

 ⑼ 広島県暴力団排除条例 

 

３ 施行期日 

  令和７年６月１日 



３ 広島県警察関係手数料条例の一部を改正する条例案について 

 

１ 趣旨 

道路交通法の一部改正に伴い、特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する

手数料を定める等、必要な改正を行うもの。 

 

２ 内容 

 ・ マイナンバーカードと運転免許証の一体化に伴う手数料の新設 

・ その他免許関係手数料の改正 

  【免許証更新の場合】 

   改正前 免許証更新手数料  2,500円 

 改正後 免許証のみ    2,850円（改正） 

        マイナ免許証のみ 2,100円（新設） 

       双方のカード   2,950円（新設）      外 

 

３ 施行期日 

  令和 7年３月 24日 

 

 


